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2022年4月25日

株式会社NTTドコモ

別冊
競争ルールの検証に関するWG（第29回）

消費者保護ルールの在り方に関する検討会（第39回）
事業者ヒアリング資料（覆面調査関係）
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事業法27条の３の執行の状況

覆面調査関係

✓ 販売代理店における不適切な対応（非回線契約者への端末販売拒否、２万円を超える利益提供（実際に約するこ
とのほか、提示することも含む。）。以下同じ。）が行われた要因として考えられることは何か。

回答
➢ （事業者ヒアリング資料 2頁）に記載のとおりです。

覆面調査関係

✓ 販売代理店における不適切な対応を防止するために既に講じている取組又は講じる予定の取組は何か（例えば、
事業法第27 条の３の違反を助長する可能性のある手数料・奨励金体系の見直しの検討・実施など）

回答
➢ （事業者ヒアリング資料 3～5頁）に記載のとおりです。

➢ なお、当社は、事業法第27条の３の違反を助長する可能性のある手数料・奨励金体系の見直しについて、2021年5月以
降、新たに取扱いを開始した端末は、販売代理店への卸価格をオンライン直販価格より下回るように価格設定いたしまし
た。その結果、販売代理店がより自由な価格設定を行いやすく、非回線契約者への販売でも利益を得やすい設計に改善し
ております。
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事業法27条の３の執行の状況

覆面調査関係

✓ 非回線契約者にも端末販売をし、割引を提供していることについて、どのように周知・広報・説明を行っているか
（端末購入サポートプログラムに関する正確な説明、周知の徹底に向けた取組を含む）。

回答

➢ 当社は、非回線契約者への端末販売に関する広告表示を改善するため、以下の対応を実施しております。

✓ 2021年6月に、端末購入サポートプログラムを訴求する場合には、非回線契約者も利用可能であることが一見して
分かる下記の名称ロゴを入れることで、非回線契約者にも端末購入サポートプログラムが利用できる旨がより認知
されるよう広告作製・運用ルールを改定いたしました。

✓ 2021年6月以降、掲出している店頭ポスター、当社ホームページ、総合カタログ、チラシ等の広告物については、表
示内容の見直しを実施し、改定された広告作製・運用ルールに従って作成しております。
広告作製・運用ルール改定前に作成され、改定された広告作製・運用ルールに合致していない広告物については、
2021年7月までに改定された広告作製・運用ルールに従ったものに差し替えを実施いたしました。

➢ 加えて、2021年7月より、端末購入サポートプログラムを加入して端末を購入するお客様に対し、端末購入サポートプロ
グラム加入時に渡す加入申込書に記載されている「回線契約を解約された場合も、利用条件を満たせば本プログラムの
ご利用は可能です」という内容について必ず説明するよう、事務処理マニュアルの見直し、販売代理店へ周知を実施いた
しました。

➢ また、端末購入サポートプログラム加入者に対して、残債免除が可能となる24カ月のタイミングで、非回線契約者も利用
可能である旨のメール周知を、2021年11月以降毎月実施しております（2022年3月時点 合計約110万通）。今後、回
線契約を継続しなければいけないと誤認するお客様が生じないよう、定期的なメール配信等を予定しております。

➢ さらに、端末購入サポートプログラムに関する社会全体への理解度向上に向け、以下の取組を実施しております。

✓ 2021年9月22日、国民生活センターへの説明、国民生活センターより各地の消費生活センターへ電子掲示板を
使った周知の実施

✓ 2021年10月13日、ITジャーナリストや消費者系を含むメディア等に対し、公正取引委員会からの要請に関する端
末購入プログラムに関する取組内容等について、メール周知を実施

✓ 今後、新端末発売に関する記者説明会において、参加メディアに説明、及びメール周知実施予定



© 2022 NTT DOCOMO,INC. All Rights Reserved.

3 ．

3

（参考）非回線契約者に対する端末販売に関する正確な広告表示例

（店頭チラシ） （総合カタログ・バナー）


